
令和５年度 学校教育目標『自立・共生』自分で判断行動し 共に高め合う生徒  

 

 

 

 

  
「自分で判断行動し 共に高め合う」集団づくり 

令和５年度がいよいよ始まりました。本年度も、青島中学校の学校教育目標は、 

    「自立・共生」   です。 
 
 
 
 

 
 

日 曜 給食 部活 主 な 行 事 

１ 土       

２ 日      

３ 月    

４ 火     

５ 水      

６ 木     

７ 金 × × 着任式、始業式／入学式 
 

８土、９日   

10 月 弁当 × 
【3年/2年/1組】身体測定 

【全学年】⑥カット 

11 火 弁当 ○ 

【1年】身体測定  

全校集会 １迎会 

【全学年】⑥カット 

12 水 ○ × 給食開始/専門委員会 

13 木 ○ ○ 教科係会/部活動見学① 

14 金 ○ ○ 避難訓練／部活動見学② 

15土、16日 

17 月 ○ × 仮時間割開始 

18 火 ○ 〇 
【3年生】全国学力学習状況調査 

部活動体験① 

19 水 ○ × 青中議会 

20 木 ○ ○ 
【３年】内科検診 

部活動体験② 

21 金 ○ ○ 部活動体験③ 

22土、23日 

24 月 ○ × 
正式時間割開始 

【全学年】⑥カット 

25 火 ○ ○ 部活動部会 

26 水 ○ × 【3年生】⑤授業参観・⑥保護者会 

27 木 〇 〇 【1組/1年】内科検診 

28 金 ○ ○ 検尿一次提出 

２９土、３０日 

かがやき  
藤枝市立青島中学校だより 

４月号① 

月号 

４月の月行事予定 

本校の重点目標は「自分で判断行動し 共に高め合う生徒」です。生徒自らが考えて判断し、責
任をもって行動する力を高めることに力を入れます。また、自分の中だけで完結することなく、他
者との関わりの中から学んだり、他者へ働きかけたりして互いに高め合う教育を推進します。この
先、「どのような変化があるか予想さえできない社会」を生きていく生徒たちに必要な力は何か、

私たちが生徒に身につけさせたい力は何か、その思いを重点目標にしました。 

電話対応時間について 
 

①電話対応は平日の午前7時30分から午後6時

までです。 

※「午後６時まで必ず対応する」という意味合い

ではありません。「残業の職員がいて対応できる

場合は午後6時まで出ます。」という意味です。 

 

②午後６時過ぎに学校からの不在着信にお気づき

の場合も同様です。急を要する場合は、必ず職

員から連絡します。そうでない場合は、後日、

改めて連絡させていただきます。 

 

③休日の部活動の欠席連絡は、各部の連絡方法で

対応してください。 

 

御理解・御協力をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

※次のような緊急なことについては、以下の関係機関へ直接連絡

してください。 

病気・けが→１１９番・救急病院 

事件・事故→１１０番あるいは６４１－０１１０（藤枝警察署） 

発熱等受診→０５０－５３７１－０５６１(県発熱等受診相談ｾﾝﾀｰ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動について 
「部活動」に関しては、平成２９年度に生徒の体調管理（けが予防）、教職員の働き方改革の視点からスポー

ツ庁及び文部科学省から活動時間、休養日に関する通知が出されました。本校では「部活動は生徒の自主的・自

治的な活動」と考え、短時間集中の取組を行っています。その一方で「もっと活動したい生徒」「もっと活動し

てほしい保護者」の声もあり、そのニーズにこたえるための受け皿として「地域クラブ」の立ち上げ及び運営を

保護者の皆様にお願いしています。本年度も『学校、地域、家庭と連携して生徒の活動を支える部活動』を目指

して以下のように取り組んでいます。 

 

・土日はどちらか一日の活動とします。活動時間は４時間までとします。 

 （練習試合によって１日になる場合もあります。） 

・平日は１学期は週３日（火・木・金）、2学期以降は週２回（火・金）とします。月・水曜日は完全休 

養日にします。 

・2学期以降の週２回の活動において、体育館部活に限り木曜日に行うことができます。（体育館での割り

当てを確保できるため。）ただし、木曜日に生徒会活動等が予定されていない場合に限ります。 

・部活終了時間は16:30までとします。（11月～12月は16:15までとします。） 

・延長部活終了時間は時期に下表の通りとします。 

表 

延長 

部活動 

終了時刻 

4月前半 4月後半～ 

7月 

8月～ 

9月前半 

9月後半 10月前半 10月後半 11月～ 

12月 

1月 2月前半 2月後半 3月 

17:15 17:30 17:15 17:00 16:45 16:30 16:15 16:30 16:45 17:00 17:00 

※一律の完全下校時刻はなくなります。16:30に終わる部（曜日）もあれば、活動終了時刻まで行う部（曜日）

もあります。どの日に活動時間を延長するかが分かる予定を各部より配付しますのでご確認ください。 

・もっと活動したいという生徒のために、保護者を中心とした自由参加の「地域クラブ」を組織することができ

ます。ただし、地域クラブについて、以下に示すことを基本方針としています。 

○地域クラブには、原則、職員は参加しない。 

○職員が地域クラブに参加している場合はボランティアであり、無償の奉仕である。 

○地域クラブは保護者と生徒が主体となって活動する場である。 

○地域クラブで活動する場合は、保険に加入する。 

現在、地域クラブを立ち上げていない部において立ち上げを希望される場合は、顧問までご相談ください。 

 

更衣期間について 
年間を通して「正装の場（入学式、始業式、終業式、修了式、卒業式、入学試験など）を除き、気候・体調に

応じて自分で考える」とします。 

 

学習用具の持ち帰りについて 
「生徒の携帯品（学習用具）の持ち帰り」について、「置いていってよいもの→そうでないものはすべて持ち帰

る」から「必要なものを持ち帰る」ことにしました。予習・復習・課題を行う上で必要なものを示し、必要なも

のは何なのかを考え、各自で判断させたいと考えています。 

 

 

欠席・遅刻・早退等連絡について 
欠席・遅刻・早退等連絡は、さくら連絡網による連絡が原則となります。当日の朝7:50までに連絡していた

だきますようよろしくお願いします。なお、どうしても間に合わない場合または、直接、学級担任等に連絡した

い場合は7:30～7:50までの間に電話での連絡を承ります。電話連絡が多いと、朝の校務に多大な負担が生じて

しまいます。何卒ご理解ご協力をよろしくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


